
【7/1まで】

「小売電気事業の登録の申請等に関する

省令案」に対する意見の募集について

http://search.e-

gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=6201

15020&Mode=0

経済産業省資源エネルギー庁

電力・ガス事業部政策課電力・ガス改革推進室

2015年6月18日 みんなで書こう！ パブコメセミナー
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電力システム改革の１つのステップ

小売全面自由化

• 平成26年6月11日に「電気事業法等の一部を改正する法律」が成立。

• 電力システム改革の3本柱の1つである「電気の小売業への参入の全面
自由化」を実施するために必要な措置を定めるもの。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/system_reform004/



これまでは一般電気事業者だけだったが、

小売電気事業者は、新たに登録申請

第二章電気事業

第一節小売電気事業

第一款事業の登録

（事業の登録）

第二条の二 小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受

けなければならない。

（登録の申請）

第二条の三 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなけ

ればならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

三小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給

能力の確保に関する事項

四事業開始の予定年月日

五その他経済産業省令で定める事項

⇒詳細は経済産業省令

⇒今回のパブコメの対象



小売電気事業の登録の申請等に関する省令

小売事業者の登録に関する要件を定めるもの

法律の構成

（定義）

第１条

（小売（小売（小売（小売電気電気電気電気事業の登録申請）事業の登録申請）事業の登録申請）事業の登録申請）

第２条

（供給条件の説明等）

第３条

第４条

（書面の交付）

第５条

（小売供給の登録申請）（小売供給の登録申請）（小売供給の登録申請）（小売供給の登録申請）

第６条

（供給条件の説明等）

第７条

第８条

（書面の交付）

第９条

附則





パブコメのポイント

＜電源構成や料金内訳に関する表示を義務化すべき＞

• 電源構成について、申請の際の記載項目に入っているが、消費者に対する

表示を義務付ける条項がない。

• 第３条に「供給条件の説明等」が書かれているが「表示」ではない。ウェブサ

イトや報告書への記載といった消費者にわかりにくい方法になる可能性が

ある。

• 第３条１項７号 料金と当該料金の額の算出方法の説明を求めているが、

料金内訳の説明や表示を求めていない。

＜注： 固定価格買取制度による再エネ電力に関する説明＞

• 第４条：小売電気事業者（FITによる再エネ電力を調達する者）は、消費者に対し

て、調達した再生可能エネルギー電気が環境への負荷の低減に資するもので

ある旨を説明してはならない。

⇒上記の「電源構成表示義務化」が必要

表示を求める消費者の声が必要！



参考）欧州では表示を制度化

ドイツ「エネルギー事業法」 （第42条）

明示する義務
-前年⽐消費量
-請求書やインターネットなど、消費者の目に

触れる形式で
-電源構成：全国平均と共に明示
-環境影響：CO2排出量、放射性廃棄物量
-適切な⼤きさで、グラフなどを⽤いて視覚的な⽅法で

【視点】
…すべての需要家対象
１．消費者保護
２．商品の質に関する透明性
３．環境配慮⾏動の促進

パワーシフト・キャンペーン 手塚智子氏資料より



選択のためには、

消費者にわかりやすい表示が必要！

電源構成や料金内訳について、

「表示」の義務化を

2016年電力小売全面自由化に向けて

http://power-shift.org


